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物件
番号

 所　  在　  地
公簿
地目

実測面積
（㎡）

最低売却価格
（円）

入　札　日 開 始 時 間

1 若松区ひびきの北
１番２０７

宅地 3,026.61 120,459,078 5月17日(金) 午前 10時00分

※時間になりましたら始めますので、時間を厳守してください。

申 込 期 間 ： 令和６年３月２１日（木）～令和６年３月２２日（金）

制限付一般競争入札物件一覧表

入 　札 　日 ： 令和６年５月１７日（金）

物件ごとに下記の時間どおりに行います。

会　場：北九州市役所　庁舎内会議室
（北九州市小倉北区城内１番１号）
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現地見学会 現地見学会は開催しませんので、参加申込前に必ず現地を確認して下さい。

↓  

参加申込

　今回の制限付一般競争入札に参加を希望する方は、指定の参加申込書等に所定の事項を記
入のうえ、受付場所まで直接お持ちください。
　受付日時：令和６年３月２１日（木）～令和６年３月２２日（金）　午前９時から午後５時まで
　受付場所：北九州市産業経済局次世代産業推進課（小倉北区城内１番１号）
　　【必要書類】
　　①参加申込書（様式１）
　　②役員一覧（様式２）
　　　※共同事業者がいる場合、事業者ごとに添付してください。
　　③登記事項証明書（履歴事項全部証明書・発行後３ヶ月以内のもの）
　　④会社等の定款
　　⑤会社等の概要
　　⑥決算報告書（過去３年分）
　　⑦納税証明書（発行後３ヶ月以内のもの）
　　　 ＊法人税、消費税［地方消費税を含む］
　　　 　 ※「納税証明書その３の３」で構いません。
　　　 ＊市町村民税、固定資産税・都市計画税
　　 　 　※いずれも過去３年分、本店等所在地分のみで構いません。
　　⑧印鑑証明書（発行後３ヶ月以内のもの）
　　⑨事業実績に関する調書
　　⑩土地利用提案書

↓

入札参加資格
の審査

　提出いただいた書類に基づき、入札参加資格の審査を行います。
　審査の結果については、令和６年５月８日（水）頃、参加申込者全員に文書で通知します。

↓

入札

　書類審査の結果、提案いただいた土地利用計画が市の条件に適合し、かつ適正に事業が遂行
できると思われる方を対象にして入札を行い、買受事業者を決定します。
　入札は、令和６年５月１７日（金）に北九州市役所　庁舎内会議室で行います。
　事前に入札価格の１割以上の金額を入札保証金として納付し、入札には、申込者本人又は代
理人が必ず出席してください。

↓

開札
　入札締切後、直ちに開札を行います。
　（落札者、落札金額及び落札者が提案した土地利用計画の概要については公表します。）

↓

契約
　買受事業者（落札者）に決定した方は、令和６年６月６日（木）までに、売買代金（落札価格）の
１割以上の金額を契約保証金として納付し、北九州市と売買契約を締結していただきます。
　なお、契約書に貼付する収入印紙は買受人の負担となります。

↓

売買代金の納付 　売買代金と契約保証金の差額を契約日から１ヶ月以内に納付していただきます。

↓

所有権の移転
土地の引渡し

　所有権は売買代金完納と同時に移転します。
　登記の手続きは市で行いますが、諸費用は買受事業者の負担となります。
　売払物件は現状有姿のまま、現地立会のうえ引渡すこととします。

制限付一般競争入札のながれ

3



4 

制限付一般競争入札実施要領 

 

１ 趣 旨  

入札物件は、北九州学術研究都市「大学・関連施設地区」内の大規模な画地です。 

今回、一定の制限（土地の利用条件等）を設けたうえで土地買受希望者を公募し、その提案する土地

利用計画等が北九州市の定める条件に適合し、かつ最低売却価格以上の最高の価格で落札した方に

当該地を売却します。 

当該地の買受を希望される方は、次の事項をご承知のうえ、参加申込書（様式１）等を提出してくださ

い。 

 

２ 入札物件  

  物件調書のとおり。 

 

３ 入札参加資格  

（１） 土地利用に関する事業の実施に必要な知識や技術的能力等を有し、指定期日までに売買代金

の支払いが可能であること。また、土地利用に関する事業を、確実かつ速やかに実施できること。 

（２） 次の各事項に該当しないこと 

ア 北九州市が行う市有地売払に関し、下記の事実があった後２年を経過していない者  

・入札を取消されたことがある者 

・落札者として資格を取消されたことがある者 

・申込を取消されたことがある者 

・正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定又は北九州市契約規

則（昭和３９年北九州市規則第２５号）第２条の規定に該当する者  

ウ 法人税又は消費税【地方消費税を含む】の滞納がある者 

エ 過去３年間に市町村民税、固定資産税又は都市計画税の滞納がある者 

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）

第２条第２号に規定する暴力団のほか次に掲げる者 

（ア） 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者 

※「これに類するもの」とは、公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不

適切と認められるものをいう。 

     （イ） 法第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日

から５年を経過していない者 

      （ウ） 次のいずれかに該当する者 

ａ 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

       ※役員等とは、「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者」を

いう。 

ｂ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て暴力団を利用している者 
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ｃ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的

に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

ｄ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

ｅ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

 （エ） 前記（ア）から（ウ）までに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 

なお、土地利用に関する事業の実施が共同企業体等による場合は、共同参加者を含めた

すべての者が上記条件を備えていることとします。 

カ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条第１

項に規定する観察処分を受けている団体及びその役職員または構成員 

 

４ 土地売却条件  

  物件調書に記載。 

 

５ 申込方法 

 （１） 申込の受付 

ア 受付日時 

令和６年３月２１日（木）～令和６年３月２２日（金） 午前９時から午後５時まで 

イ 受付場所 

北九州市 産業経済局 次世代産業推進課 

      北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市庁舎７階  ℡ ０９３－５８２－２９０５       

※あらかじめ来庁日時を北九州市産業経済局次世代産業推進課に電話で連絡してください。 

※郵送等での申込は受け付けないので、必ず持参してください。 

※申込受付の際、申込書記載事項についてヒアリングを行う場合があるので、説明のできる方が

申込に来てください。 

 （２） 申込に必要な書類等（特段の注意書きがないものについては、提出部数は各１部） 

ア 参加申込書（様式１）   

※代表者印で押印してください。共同企業体等で応募するに当たっても、共同事業者を含めた全

ての者が代表者印で押印してください。 

イ 役員一覧（様式２） 

※共同事業者がいる場合、事業者ごとに添付してください。 

ウ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書・発行後３か月以内のもの） 

エ 会社等の定款 

オ 会社等の概要 

カ 決算報告書（過去３年分） 

キ 納税証明書（発行後３か月以内のもの） 

（ア）法人税、消費税［地方消費税を含む］ 

※「納税証明書その３の３」で構いません。 

（イ）市町村民税、固定資産税・都市計画税 

※いずれも過去３年分、本店等所在地分のみで構いません。 

ク  印鑑証明書（発行後３か月以内のもの） 
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ケ 事業実績に関する調書・・・１０部 

・ 今回の土地利用提案内容と関係があると思われる実績を中心になるべく詳細に記載するこ

と。 

・ 特別に様式はないが、文章についてはＡ４判縦を使い横書き両面使用、参考図面等につい

てはＡ３判横を使い片面使用とすること。 

・ これら資料は左とじとし、Ａ３判資料については片面を折込むこと。 

※共同参加者ごとに、上記イ～ケの書類を添付してください。 

コ 土地利用提案書・・・１０部 

・ 土地利用を希望するに至った背景、計画建築物における取組や作業の内容、計画設備等

を記載すること。 

・ 北九州学術研究都市内における産学連携の取組予定内容を記載すること。 

・ 建築物を配置した平面図（イメージスケッチでも可）を添付すること。なお、各建築物には、構

造、階層、規模等を記入すること。 

・ 特別に様式はないが、文章についてはＡ４判縦を使い横書き両面使用、図面等についてはＡ

３判横を使い片面使用とすること。 

・ これら資料は左とじとし、Ａ３判資料については片面を折込むこと。 

※同一の者が複数の土地利用提案を行うことはできません。 

※申込者が特定されるような名称は記入しないようにしてください。 

※申込者が非課税団体である等の理由から添付書類が揃わない場合は、上記書類を参考に可

能な範囲で添付してください。 

 

６ 入札参加資格の審査  

参加申込をした方の中から、土地利用提案書が市の条件に適合し、かつ適正に事業が遂行できる方

を、提出された書類等により審査・選定します。そのうえで、選定された事業者全員により入札を行い、

最低売却価格以上の最高の価格で買受申込をした方を買受事業者とします。 

（１） 書類審査の結果については、令和６年５月８日（水）頃書面により参加申込者に通知します。 

（２） 審査の過程で、提出した書類等の内容について説明を求めることがあります。 

（３） 提案した土地利用計画が北九州市の条件に適合し、かつ適正に事業が遂行できると認められる参

加申込者が１者であった場合でも入札は実施します。 

 

７ 入札保証金  

入札に参加するには、入札参加資格確認後に本市が交付する納付書により入札保証金を納めていた

だきます。 

（１） 入札保証金額 

入札価格の１割以上の額 

（２） 納付方法 

本市が交付する納付書により、北九州市公金取扱機関（納付書の裏面に記載）で納付してくださ

い。 

（注１） 落札者が納付した入札保証金は、全額を契約保証金に充当することができます。 

     ただし、落札者が落札物件の売買契約を締結しないときは、入札保証金は本市に帰属し、 
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返還はいたしません。 

（注２） 落札者以外の方の入札保証金は、「入札保証金提出書兼返還請求書」に記載された金 

融機関の口座へ振込により返還します。入札保証金には利子は付しません。 

     なお、返還には開札後５週間程度要しますので、ご了承ください。 

（注３） 納付書の領収書の原本がなければ入札には参加できません。また、入札保証金の返還に

も時間を要する可能性がありますので、領収書の原本の保管は十分お気を付けください。 

 

８ 入札及び開札  

（１） 入札及び開札の日時及び場所 

ア 入札日時        令和６年５月１７日（金） 午前１０時 （時間厳守） 

イ 開札時間        入札締切後直ちに開札を行います。 

ウ 入札及び開札場所  北九州市役所 庁舎内会議室（北九州市小倉北区城内１番１号） 

（２） 入札当日持参するもの 

ア 入札参加資格確認通知書 

イ 印鑑（代表者印。ただし、代理人が入札に参加する場合は不要） 

ウ 入札保証金提出書兼返還請求書（領収書の原本を裏面に添付のこと。） 

・落札者以外の入札保証金は、開札後直ちに入札者に返還します。 

・落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は返還しません。 

エ 委任状（様式４） 

オ 代理人の印鑑 

（３） 入札方法等 

ア 入札者は所定の入札書に必要な事項を記載し、記名押印のうえ、入札箱に投入してください。 

イ 入札は代理人に行わせることができます。 

代理人は、所定の入札書に必要な事項を記載し、記名押印（委任状に押印されている代理人の

印）のうえ、入札箱に投入すること。 

（４） 入札書の書替え等の禁止 

    入札者は、その投入した入札書の書替え、引替え又は撤回はできません。 

（５） 開札 

   ア 開札は、入札締切後直ちに入札者立会いのもとで行います。 

   イ 入札者が開札に立ち会わなかった場合は、開札の結果について異議を申し立てることはできま

せん。 

（６） 入札の中止 

ア 入札の実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入札を中止又は延期することがあります。 

イ 入札を中止又は延期した場合、入札者及び入札に参加しようとする者が損失を受けても、北九

州市は補償の責任を負いません。 

（７） 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

ア 入札参加の資格がなくて入札したとき 

イ 入札保証金を納付しないとき又はその額が不足するとき 

ウ 入札書に記名押印のないとき、入札首標金額を訂正したとき又は記載事項について判読できな

※代理人が入札を行う場合のみ 
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いとき 

エ 同一事項について２通以上の入札書を提出したとき 

オ 代理入札で委任状を提出しないとき又は他人の代理を兼ね若しくは２人以上の代理をしたとき 

カ 入札者が協定して入札したと認められるとき 

キ その他入札に際し不正の行為があったとき 

 （８） 落札者 

     落札者は、最低売却価格以上の価格のうち、最高の価格をもって入札した者とします。 

 （９） くじによる落札者の決定 

落札者となるべき同価の入札をした者が２以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落

札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に

関係のない北九州市職員にくじを引かせます。 

 （10） 入札結果の公表 

落札者及び落札金額、落札者が提案した土地利用計画の概要については公表します。また、落札

者が提出した土地利用提案書については公表することがあります。 

 

９ 土地の売買契約及び引渡し等  

（１） 契約保証金 

買受事業者に決定した者は、令和６年６月６日（木）までに売買代金の１割以上の金額を契約保

証金として納付し、北九州市の定める様式により売買契約を締結していただきます。 

※契約保証金は最終の売買代金の一部に充当することができます。 

（２） 売買代金 

売買代金（契約保証金との差額）は、契約日から１ヶ月以内に全額を一括納入していただきます。

指定の期日までに売買代金の納入に至らなかった場合、契約保証金は北九州市に帰属します。 

（３） 土地の引渡し等 

売買代金の完納後所有権の移転登記を行うとともに、現状有姿のまま土地の引渡しを行います。

なお、契約に関する諸費用及び登録免許税は、買受事業者の負担とします。 

（４） 事業の着工 

事業の着工は、土地の引渡し以後に行ってください。 

（５） 違約金 

買受事業者が『土地の売却条件』（物件調書に記載）に記した事項に違反したときは、土地売買

代金の１割を違約金として徴収します。 

また、契約を解除する場合もあるので注意してください。 

 

１０ その他  

（１） 今回の制限付一般競争入札に参加しようとする方は、本要領に記載された事項について、充分に

熟知しておいてください。 

（２） 質疑応答について 

ア 作成にあたっての不明な事項については、令和６年３月１３日（水）までに、所定の質問書（様式

３）に記入のうえ、北九州市 産業経済局 次世代産業推進課にＦＡＸ（０９３－５８２－１２０２）に

より提出してください。 ※必ず送信確認を行ってください（TEL（０９３－５８２－２９０５）） 
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ただし、北九州市はファクシミリに起因するトラブルによる責任は負いません。なお、電話や口頭

による質問は受け付けません。 

イ 期間経過後の質疑については、回答しません。 

ウ 質問内容１件ごとに１枚の質問票を使用してください。 

エ 質問に対する回答は、令和６年３月１５日（金）午後５時までに回答します。なお、質問者からの

質問・回答は、北九州市 産業経済局 次世代産業推進課で公表します。また、入札参加申込

者に対しても、別途、同内容をお知らせします。 

オ 入札と直接の関連性が認められない質問については、回答しない場合があります。 

（３） 土地利用計画案の作成の際は、『土地売却条件』（各物件調書に記載）に記載の事項のほか、関

係法令を遵守するとともに、あらかじめ関係行政機関等とよく協議しておいてください。 

（４） この要領に定めるもののほか、必要な事項については、北九州市の定めるところによるものとします。 
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物件購入Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１ 書類審査において、最も優れた提案を行った者でも、入札の時点で最も高い額を提示することが

できなければ買受者となることはできないのですか。 

 

Ａ１ 書類審査は、土地利用条件等を満たしているかどうかを判断するためのものであり、どの提案が最も

優れているかを判断するためのものではありません。 

買受者は、入札参加資格の確認を受けた者のうち、最低売却価格以上の最高の価格で入札した者

になります。 

 

Ｑ２ 一般競争入札と言いながら、このような土地利用の条件等を設けることができるのですか。 

 

Ａ２ 地方公共団体が行う一般競争入札に参加する者に、一定の資格制限を設けることは、地方自治法

施行令の中でも認められています。 

今回北九州市が土地利用条件を定めたのは、当該地の活用事業者には、これらの土地利用条件を

満たすことができる者がふさわしい。つまり、『土地利用条件を満たすことができる者＝当該地の買受者

としての資格を有する者』と判断したためです。 

 

Ｑ３ 書類審査で選定された場合、土地利用提案書の内容は、北九州市における開発又は建築行為の

法令規定に適合していると審査されたものと考えてもいいのですか。 

 

Ａ３ 書類審査は、土地利用条件等を満たしているかどうかを判断するためのものであり、北九州市の開発

又は建築行為の法令規定に適合しているかを審査するものではありません。 

買受者が土地の開発等を行う場合、通常通り、建築関係の窓口での手続きが必要です。 

 

Ｑ４ 土地利用提案書等を作成するに当たって発生する費用の負担はどうなりますか。 

 

Ａ４ すべて買受希望者の負担となります。 

 

Ｑ５ 土地を共有にしたいときは、 どのように申込めばいいのですか。 

 

Ａ５ 共同参加者用参加申込書（様式１－Ｂ）を使用して申込んでください。なお、「５ 申込方法 （２）申込

に必要な書類等」（５～６ページ記載）のイ～ケの書類についても、共同参加者ごとに提出してください。 

また、入札についても、共同で行ってください。 

【申込書の種別】 

 提出すべき参加申込書等 買受者となった場合の市との土地売買契約締結の相手方 

（様式１―Ａ） 
単独参加者用参加申込書 

Ａ社 

（様式１－Ｂ） 
共同参加者用参加申込書 

Ａ社・Ｂ社・Ｃ社 
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円

用途地域

地区計画

その他法令等
に基づく制限

道路の状況

電　気

ガ　ス

上水道

下水道

西鉄バス
・市バス 南方 約０．５km （直線距離）

Ｊ　Ｒ 『折尾』駅 南方 約３．４km （直線距離）

若松区役所島郷出張所 東方 約２．２km （直線距離）

ひびきの小学校 東方 約０．３km （直線距離）

高須中学校 北西方 約１．７km （直線距離）

北九州市若松区ひびきの北1番207 宅地 3,026.61

公共施設

12

【問合せ先】北九州市　上下水道局　上下水道お客さまセンター ℡：０９３－５８２－３０３１

【問合せ先】北九州市　上下水道局　上下水道お客さまセンター ℡：０９３－５８２－３０３１

　　　　　　　　　　　　　※電気、ガス、上・下水道の配管状況や引き込みに関しては、入札前に必ず関係機関にお問い合わせください。

交通機関
『学研都市ひびきの』停留所

北九州学術研究都市北部地区地区計画（大学・関連施設地区）
※地区計画に基づき、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度の制限、壁面の位置の
制限、建築物等の形態又は意匠の制限並びに垣又はさくの構造の制限があります。

・上記のほか、建築基準法（北側斜線、道路斜線、日影規制など）等による制限や届出義務があります。
・学研都市のまちづくりでは、安全・快適に関する事項や景観などについてのルールを定めており、「まち
づくり基本計画書」、「まちづくりガイドライン」を尊重した内容とさせていただきます。
※別冊「まちづくりガイドライン」をご確認ください。

●北側が幅員約17.0ｍの舗装市道（塩屋７４号線）に接面
●西側が幅員約17.0ｍの舗装市道（小敷塩屋３号線）に接面

【問合せ先】九州電力株式会社　八幡営業所 ℡：０１２０－９８６－１０２

【問合せ先】西部ガス株式会社　お客さまサービスセンター ℡：０５７０－０００－３１２

合　　　計 3,026.61

【最低売却価格】 １２０，４５９，０７８

準工業地域 建ぺい率 60% 容積率 200%

物　件　調　書

所　　在 地目 地積(㎡)



その他

土地売却条件

１　土地利用条件
　以下の条件を全て満たすものであることとする。
　
　ア　「北九州学術研究都市北部地区地区計画（大学・関連施設地区）」に適合した内容であること。

　イ　主たる用途は研究所、研修所又は工場（研究又は研修に関するものに限る。）とすること。

　ウ　進出分野の中に、北九州学術研究都市が推進しているテーマである半導体または次世代自動車、蓄電池、
　 ロボット・AI、宇宙等の研究開発分野が、1つ以上含まれていること。

　エ　北九州市が掲げる学術研究都市の設立理念に資する産学連携の取組を推進すること。

　オ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する
 　風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に供してはならない。
　
　カ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項に規定する暴力団
   若 しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所
   又はその他これらに類するものの用途に供してはならない。

　キ　次の事項を遵守すること。
　　（ア）開発行為を行うときは、「北九州市開発行為の許可等に関する条例」及び北九州市建築都市局計画部
　　　　　開発指導課発行の「開発行為の手引き」を遵守すること。

　　（イ）当該土地を使用するときは、騒音、悪臭、粉塵などの環境問題がおこらないように配慮すること。なお、
        「当該土地を使用するとき」とは、土地利用計画に記載された土地利用をするまでの一時利用を含む。以下
       同じ。

　　（ウ）当該土地を使用するときは、近隣住民等地元関係者（以下「地元関係者」という。）への積極的な情報提
       供に努め、地元関係者の意見には誠意を持って対応し、地元関係者と協議、調整を行うこと。

２　その他売却条件

　ア  買受事業者に決定した者は、当該地における事業履行を、申込時に提出した土地利用提案書等に従い、信
    義誠実の原則を重んじ適正に行わなければならない。

　イ  所有権移転後１０年間は、当該地を土地利用提案書記載の内容と別の用途に供してはならない。

　ウ  所有権移転後１０年間は、当該地を分譲目的で活用する場合を除き、当該地の所有権を第三者に移転して
　　はならない。

　※事業を行うにあたって、やむを得ない事情により申込時に提出した土地利用提案書の内容を変更しなければ
　ならない場合及び当該地の所有権を第三者に移転しなければならない場合は、この限りではない。この場合、
　事前に文書により申請し、北九州市の承認を得ることとする。
　

　●現状有姿での引渡しになります（当該地には、木柵、樹木等が残存しています）。
　●本物件内（西側法面）に電柱があります。土地売却後の取扱いについては電力会社と協議ください。
　●土壌調査及び地盤調査は実施しておりません。
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市有財産売買契約書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約書式例 
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市 有 財 産 売 買 契 約 書 

 

売払人 北九州市（以下「甲」という。）と買受人    （以下「乙」
という。）とは、次の条項により市有財産の売買契約を締結する。 
 
（信義誠実の義務） 
第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならな

い。 
 
（ 売 買 物 件 ） 
第２条 売買物件は、次のとおりとし、甲は本物件を現状有姿のまま乙に売

渡し、乙はこれを買い受けるものとする。 
 

資産の別 所  在 公簿地目 実測面積 

土 地    

土 地    

計 
 

 
（ 売 買 代 金 ）                      
第３条 前条の物件の売買代金は、金          円とする。 
 

（ 契 約 保 証 金 ） 

第４条 乙は本契約締結の際に契約保証金（以下「保証金」という。）とし

て、金        円を甲に納入しなければならない。ただし、既納

の入札保証金をこの保証金の一部に充当することができる。 

２ 前項の保証金は、第１７条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解

釈しない。 

３ 第１項に定める保証金には、利息を付さないものとする。 
４ 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、乙の請求により第１項
に定める保証金を乙に還付するものとする。ただし、第１項に定める保証金
を売買代金の一部に充当することができる。 
 

（売買代金の納入） 
第５条 乙は、第３条に定める売買代金の全額を、甲の発行する納入通知書
により、令和  年 月  日（以下「納入期限」という。）までに、甲に
納入しなければならない。 
 
（嘱託登記請求等） 
第６条 乙は、次条に定める所有権移転の際、売買物件にかかる登録免許税

相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書を、甲に提出し
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なければならない。 
 
 
（ 所 有 権 の 移 転 ） 
第７条 売買物件の所有権は、乙が第３条に定める売買代金を納入したとき

に、甲から乙に移転するものとする。 
 
（売買物件の引渡し） 
第８条 売買物件は、前条の規定による所有権の移転のときに、乙に引渡し

がなされたものとする。 
 
（契約不適合責任） 
第９条 乙は、売買物件について種類、品質又は数量に関して契約の内容に

適合しないことを理由とする履行の追完請求、代金の減額の請求、損害賠
償の請求及び契約の解除をすることができない。 

 
（ 利 用 を 禁 止 す る 用 途 等 ） 
第１０条 乙は、所有権移転の日から１０年間は、売買物件を次の各号に該

当する用途（以下「禁止用途」という。）等に供してはならない。 
（１）売買物件の制限付一般競争入札実施要領に基づき、入札参加申込書

と共に提出した土地利用提案書で提案した用途（以下「指定用途」とい
う。）以外の用途。 

ただし、やむを得ない理由により、あらかじめ詳細な理由を付した書
面により甲に申請し、甲の承認を得た場合はこの限りではない。 

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年 
法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に 
規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第
７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団若し
くは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であるこ
とが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用途。 

２ 乙は、前項の用途に使用されることを知りながら、所有権を第三者に
移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。 

 
（土地利用に当たっての留意事項 ） 
第１１条 乙は、売買物件の利用に当たり、次の各号に定める事項に留意す

るものとする。 
（１）中高層建築物を建築の際は、「北九州市中高層建築物等の建築に関

する指導要綱」を遵守すること。 
（２）開発行為を行うときは、「北九州市開発行為の許可等に関する条

例」及び北九州市建築都市局計画部開発指導課発行の「開発行為の手引
き」を遵守すること。 

（３）売買物件を使用するとき（土地利用計画に記載された土地利用をす
るまでの一時利用を含む。以下同じ。）は、騒音、悪臭、粉塵などの環
境問題がおこらないように配慮すること。 

（４）売買物件を使用するときは、近隣住民等地元関係者（以下「地元関
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係者」という。）への積極的な情報提供に努め、地元関係者の意見には
誠意を持って対応し、地元関係者と協議、調整を行うこと。 

 
 

（所有権移転の禁止） 
第１２条 乙は、所有権移転の日から１０年間は、あらかじめ甲の承認を得

ないで、所有権を第三者に移転してはならない。 
 
（ 実 地 調 査 等 ） 
第１３条 甲は、前３条に定める内容に関し、必要があると認めるときは、

乙に対し、質問し、立入検査を行い、帳簿、書類その他の物件を調査し、
又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

２ 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について前３条に定める内容
に関し、その事実を証する書類その他の資料を添えて売買物件の利用状況
等を直ちに甲に報告しなければならない。 

 
（ 違 約 金 ） 
第１４条 乙は、第１０条、第１１条、第１２条、第１３条に定める義務に

違反したとき、又は、第１５条第１号の規定により契約を解除されたとき
は、第３条に定める売買代金の１０％に相当する金額を違約金として甲に
対して支払わなければならない。 

２ 前項の違約金は、第１７条に定める損害賠償額の予定又はその一部とは
解釈しない。 

 
（ 契 約 の 解 除 等 ） 
第１５条 甲は、乙が、本契約の締結後、第３条に定める義務を履行するま

での間に、暴力団又は暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員
をいう。以下同じ。）又はこれらのものと密接な関係を有する者であるこ
とが判明したときは、催告を要しないで、この契約を解除することができ
る。 

２ 甲は、乙が、この契約に定める義務を履行しないときは、相当の期間を
定めた催告を経て治癒されない場合、この契約を解除することができる。 

３ 甲は、第１項及び第２項の規定により解除権を行使したときは、乙が納
入した売買代金を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。 

４ 甲は、第１項及び第２項の規定によりこの解除権を行使したときは、乙
が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。 

５ 甲は、第１項及び第２項の規定によりこの解除権を行使したため、乙又
は第三者に損害を与えてもその責めを負わない。 

 
（原状回復の義務） 
第１６条 乙は、甲が前条第１項及び第２項の規定に基づきこの契約を解除

したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復し、返還しな
ければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復することが適当でな
いと認めたときはこの限りではない。 

２ 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又は毀損してい
るときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する
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金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により
甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わな
ければならない。 

３ 乙は、第１項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定す
る期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書及び登記上利害関係を
有する第三者の承諾書等を甲に提出しなければならない。 

 
（ 損 害 賠 償 ） 
第１７条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため、又は義務に違

反したために損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。 
 
（返還金との相殺） 
第１８条 甲は、第１５条第１項及び第２項の規定に基づきこの契約を解除

したときにおいて、第１４条第１項に定める違約金並びに１６条第２項及
び前条に定める損害賠償金があるときは、返還する売買代金の全部又は一
部と相殺する。 

 
（ 契 約 等 の 費 用 ） 
第１９条 この契約の締結及び履行に関して必要な印紙税や登録免許税は、

乙の負担とする。 
２ 前項に定める費用以外に負担が発生した場合は、甲乙協議のうえ決定す

る。 
 
（近隣住民等への配慮） 
第２０条 乙は、売買物件引渡し以後においては、十分な注意をもって売買

物件を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するも
のとする。 

 
（甲に対する通知義務） 
第２１条 乙は、所有権移転の日から１０年を経過する日までに、次の各号

の一に該当するときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。 
 （１）法人が解散したとき。 
 （２）仮差押え、仮処分、強制執行、競売を受け、又は破産、民事再生、

会社更生の申立てをなし、若しくは受けたとき。 
 （３）施設等の建設に着手したとき及び完成したとき並びに供用を開始  

したとき。 
 （４）名称、代表者又は住所若しくは主たる事務所の所在地を変更した 

とき。 
 
（ 協 議 ） 
第２２条 この契約に定めのない事項については、北九州市契約規則による

ものとし、同規則に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。 
 
（ 裁 判 管 轄 ）  
第２３条 本契約に関する訴訟の管轄は、北九州市役所の所在地を管轄区域

とする福岡地方裁判所小倉支部とする。 



 

20 

 

 
 この契約書は２通作成し、甲及び乙が各１通を保有するものとし、この契
約は次のとおり各自記名押印したときに確定する。 

 

令和６年  月  日 

    

 

甲  北 九 州 市  

       

代表者  北九州市長  武 内 和 久   

 

乙  住 所   

   名 称   

     代表者   



（様式１―Ａ）【単独参加者用】 
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制限付一般競争入札参加申込書 

  令和  年  月  日 

北九州市長  武内 和久 様 

  
貴市の下記市有財産の制限付一般競争入札に参加したいので、必要書類を添

えて申し込みます。 
 なお、この申請書及び添付書類の記載事項については、事実と相違ないこと

を誓約するとともに、あわせて入札参加資格に規定する入札に参加することが

できない者でないことを誓約いたします。 
 また、資格確認のため必要な官公庁への照会を行うことについて承諾します。 
 

記 
 

１．物件の表示 

   所 在                         
   地 目             
   地 積            ㎡ 
 
２．参加申込者  

住  所  

商号又は名称  

代表者の役職・氏名                          

                       ※代表者印で押印してください。 
３．担当者連絡先 

所  属  

担当者名  

住  所  

電話・ＦＡＸ 
ＴＥＬ：（   ）   － 

ＦＡＸ：（   ）   － 

 

印 



（様式１―Ｂ）【共同参加者用】 
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制限付一般競争入札参加申込書 

令和  年  月  日 

北九州市長  武内 和久 様 

 
貴市の下記市有財産の制限付一般競争入札に参加したいので、必要書類を添

えて申し込みます。 
 なお、この申請書及び添付書類の記載事項については、事実と相違ないこと

を誓約するとともに、あわせて入札参加資格に規定する入札に参加することが

できない者でないことを誓約いたします。 
 また、資格確認のため必要な官公庁への照会を行うことについて承諾します。 
 

記 
１．物件の表示 

   所 在                            
   地 目             
   地 積            ㎡ 
 
２．参加申込者  

【参加者①】 

住  所  

商号又は名称  

代表者の役職・氏名          

買受者に決定した 

場合の土地の持分 
／ 

 

【参加者②】 

住  所  

商号又は名称  

代表者の役職・氏名          

買受者に決定した 

場合の土地の持分 
／ 

 

印 

印 



（様式１―Ｂ）【共同参加者用】 
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【参加者③】 

住  所  

商号又は名称  

代表者の役職・氏名          

買受者に決定した場

合の土地の持分 
／ 

 

３．担当者連絡先 

商号又は名称  

所  属  

担当者名  

住  所  

電話・ＦＡＸ 
ＴＥＬ：（   ）   － 

ＦＡＸ：（   ）   － 

 

※ 共同で参加申込を行う場合は、全員について記載及び押印してください。 

※ いずれも代表者印で押印してください。 

※ 売却後の所有権移転登記手続きは、当該参加申込書に記載された土地の所有関係に基づ

き行うものとします。ついては、共同で参加申込を行う場合は、参加申込時点で買受者

に決定した場合の土地所有の持分割合等を必ず記入してください。 

印 



（様式１－Ｃ） 
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共同事業者についての調書 

平成  年  月  日 

北九州市長  武内 和久 様 

 
貴市の下記市有財産の制限付一般競争入札に参加するに当たり、買受者と決

定した場合の共同事業者について、必要書類とともに報告します。 
 なお、この調書及び添付書類の記載事項については、事実と相違ないことを

誓約するとともに、あわせて入札参加資格に規定する入札に参加することが 

できない者でないことを誓約いたします。 
 また、資格確認のため必要な官公庁への照会を行うことについて承諾します。 
 

記 
 
１．物件の表示 

   所 在                            
   地 目             
   地 積            ㎡ 
  

２．入札参加申込者 

住  所  

商号又は名称  

 
３．共同事業者 

【共同事業者①】 

役割分担  

住  所  

商号又は名称  

代表者の役職・氏名          

 

印 



（様式１－Ｃ） 
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【共同事業者②】 

役割分担  

住  所  

商号又は名称  

代表者の役職・氏名          

 

【共同事業者③】 

役割分担  

住  所  

商号又は名称  

代表者の役職・氏名          

 

※ 共同事業者がいる場合は、全員について記載及び押印してください。 

※ いずれも代表者印で押印してください。 

※ 役割分担の欄には『○○施設部分の管理・運営担当』『△△施設部分の管理・運営担当』

『分譲担当』等を記載してください。 

印 

印 



（様式２） 
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役 員 一 覧 

（法人名                ） 

役職名 
（ふ り が な） 

氏  名 性 別 住   所 生 年 月 日 

 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
 (                     ) 

 男・女 
 明・大・昭・平 

年  月  日 
※ 本様式には、法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）に記載されている役員全員を記載してください。 

※ 社会福祉法人等については定款等で定めた役員全員を記載してください。 

※ 共同参加者・共同事業者ごとに作成してください。 



（様式３） 
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質 問 書 

実施要領『          』該当項目 

ページ・項目等 記 載 内 容 

 
 
 
 
 

 

 
質 問 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

商号又は名称  

所  属  

担当者名  

住  所  

電話・ＦＡＸ 
ＴＥＬ：（   ）   － 
ＦＡＸ：（   ）   － 

 ※この質問書は１枚につき、１項目としてください。 

送信先：北九州市産業経済局次世代産業推進課宛 

ＦＡＸ：０９３－５８２－１２０２ 



（様式４―Ａ）【単独参加者用】 
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委 任 状 
 

              代理人 住 所 
              （受任者） 

氏 名              
 
 

私は、上記の者を代理人と定め、下記物件の制限付一般競争入札に関 
 
する一切の権限を委任します。              

 
 

 物件の表示 
 

所 在 地                               
 
  

地  目                
 
 
  地  積            ㎡ 
 
 
 
 
  令和  年  月  日 
   
 

委任者    住  所 
 
       商号又は名称 
 

代表者の役職・氏 名                    
                       （※代表者印で押印のこと） 

印 

印 



（様式４―Ｂ）【共同参加者用】 
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委 任 状 
 
 

              代理人 住 所 
              （受任者） 

氏 名              
 
 

私は、上記の者を代理人と定め、下記物件の制限付一般競争入札に 
 関する一切の権限を委任します。              

 
 物件の表示 
 

所 在 地                               
  

地  目                 
 
  地  積            ㎡ 
 
  令和  年  月  日 
   
 

委任者    住  所 
 
       商号又は名称 
 

代表者の役職・氏 名                    
                       （※代表者印で押印のこと） 

            住  所 
 
       商号又は名称 
 

代表者の役職・氏 名                    
                       （※代表者印で押印のこと） 

  

印 

印 

印 


